


台湾や中国に出かけると、日式とか日本食堂、日本料理、回転寿司、ラー
メンの店などをよく見かけると思います。中国、台湾、韓国では、日本の料
理が割とポピュラーになっているなという体験をされるかと思います。中国・
韓国では、デパ地下に行きますと高級食材を売っています。そういう高級
スーパーマーケットに行けば、日本の食材もたくさん目にされると思います。
そうすると、日本の農産品というものも相当出回っているなという経験をされ
るかと思います。これが現在の状況です。

レジュメでは、富裕層が増えていると解説しています 。かかる国々の富裕
層の内実もご報告いたします。



5年ほど前に起こった問題で、青森事件と讃岐事件があります。

中国における青森事件ですが、中国のかたが「青森」という表記の商標に
ついて、商標権を5つの区分各々で認めますよと、中国商標局の官報に掲
載されてしまったという例です。これに対し、青森県の農林水産団体は24
ありますが、24がすべてそろって異議申立てをして、5年間かかってやっと
申立てを認めてもらったという事件です。申立てが認められないということ
になりますと、「青森」という漢字表記について、中国で青森産の本来の日
本産品に付した場合、中国人の商標権の侵害になる、使えないだけでなく、
工商行政管理局が乗り込んできて、レイドと称して物品を押さえてしまう、
破棄してしまうという対象になってしまうという事件です。

台湾における讃岐事件は、台湾のかたが「讃岐」について、うどん麺などが
含まれる商品分類で商標権を取得してしまったという例です。





日本国内における都道府県名と旧国名や地名のブランド力の調査結果で
す。このブランド力の調査は、民間の一つの調査結果にすぎませんが、認
知度、情報接触度、居住意欲、観光意欲、食品や産品の購入意欲、歴史
や学術、芸術、それに先端技術に関係する地名のイメージ度などを総合
評価してランキング化したものです。



日本の商標法というのは、地名は自由に産地のかたに使わせたらどうか、
そういった自由競争というのを地名について、つまり個人が独占権という商
標権を取得できるという対象にせずに、地名のネームバリューを自由使用
によって高めてもらえばいいという考えです。ところが、一方パリ条約、わた
したちが商標とか特許の保護を国際的に図るために一番古い、一番基本
となる条約というのが1883年にできていますが、このパリ条約の考えは日本
の考えと違って、ボルドー、シャンパーニュというような地名を地名産品とし
てとり扱う人以外の人に無断で使用された場合、輸入規制をかけてもよろ
しい、国内とか、輸入の時点での差し押えを認めなさいという強制的な規
定で、指導しています。これが、日本と国際的な条約の考え方の食い違うと
ころだろうと思います。ここで皆さんに、ご理解いただきたいのは、まず、日
本の商標法というものの制度設計がどうなっているかの再確認をしていた
だくことに加え、中国とか台湾の商標法というのは、日本の地名表記につ
いて、どういう法律的な手当、や運用をしているかということです。



地名ブランドをどういうふうに育成し、浸透させるかという方法ですが、これ
は、いかようにでも手段はあるかと思います。こだわり、あるいは付加価値と
いうものをどういうふうにつけたらいいかということを、産品であれば、品種
であるとか、作り方であるとか、地域性、歴史、情報、パッケージのデザイン
といった側面で、知恵を出され、宣伝されるということが、必要ではないかと
思います。やはり地方産品を全国水準に引き上げるには、情報の発信も幅
広くしていただくというのが必要です。付加価値というのは、いうまでもなく
希少性、ストーリー性、話題性を提供することであります。



農産品については、国際条約の中に商品やサービスの分類に関するニー
ス協定というのがあって、この中に、具体的な区分を挙げています。農産品
に対する区分というのは、大きく分けて５つあります。29類、これは食肉など
が含まれる区分、30類、茶・お菓子・米などが含まれる区分、31類、鮮魚・
果物・野菜などが含まれる区分、32類、ビールやソフト飲料などが含まれる
区分、33類、お酒が含まれる区分、この５つの区分を念頭に置いて、商標
権の取得をしていただくことが必要になります。



日本の商標法で、地名の扱いは、3つのポイントをご理解いただく必要があ
ります。まず、商標はどういう条件を充足していたら登録になるかという商標
の登録要件がひとつです。それから、そういう地名が含まれた商標権が他
人に取得された場合、商標権ということで、一方的に地名表記が使えなく
なるのかという点です。これは、調整規定がありますというのが２つ目です。
もうひとつは、地名を商標権の出願より前に使い始めており、ある程度、地
名として認知されている、周知になっているといった場合には、その地名表
記を継続して使える、これを先使用権といいます。こういう先使用権の規定
が32条に置かれている、これが３つ目のポイントです。



この商標の構成は、「北京」という文字があって、北京の繁華街「王府井」と
いう表記があり何か図形がくっついている、このような文字と図形の結合し
た登録商標です。「北京」という文字は、私ども需要者は中国の首都だなと
理解します。そうしますと、その下に30類と書かれている中の商品も、中国
産以外のものであれば、「北京」という文字が書いてあることから勘違いして
しまうので、中国産に限定しなさいというのが、日本の特許庁の審査運用で
す。



家具という商品について「上海」という商標の登録例です。その登録商標の
構成は、アルファベットと漢字であり、表現が変わった形で書かれている漢
字です。これは、先ほど普通に用いられる方法ではないといった場合には、
商標の登録を受けられるとご説明しましたが、漢字が、ここまで変容してい
る形であれば、これは全体として他人のマークと区別できることから、登録
が認められたものです。



「落陽」という漢字表記について、指定商品お酒について、登録が認めら
れた例です。この「落陽」というのは、中国の河南省の都市の名前ですが、
一般の日本の需要者というのは、都市の名称と認識するよりは、夕日が落
ちたというような情景を理解する漢字である、こういう理由で、一般の需要
者が地名というふうに認識しないということで登録が認められたものです。



これは中国の広東省、イギリスの租借地内にある都市の名称ですが、これ
も文房具と関係ない、商品との関係性を直感させないという理由で、登録
を認めたと考えられます。この登録番号が40万台ですから、昭和20年代の
後半くらいの登録で、昔の登録として認められたと想像できます。現在は、
「九龍」というのは、やはり広東省の都市の名称だと需要者が理解できると
いうことで、これは、登録が認められないという結論が大半だろうと思います。



日本の場合には、品種の登録については、農水大臣のほうに種苗法に基
づいて申請しなさいとなっています。そして、果物については、独占使用が
25年、米については30年認めますとなっています。こういった種苗法に基
づいた保護期間というのが経過した後には、商標の登録は認めずに、その
産品の一般の名称として使いなさいとなっています。この種苗法で登録を
受けた「佐賀ほのか」について、佐賀県は申請を台湾、香港、中国で行っ
たわけです。台湾と香港では無事登録を受けることができましたが、中国に
ついては、残念ながら他人の権利が既にありますということで、商標局の判
断では登録が認められませんでした。不服申し立ての場合には、拒絶査
定を受け取ってから15日という短い期間になりますが、商標評審委員会と
いうところに、不服申し立てができます。ここで現在、事件が継続していると
いう状況です。



これらのコピーは、通達商標サービスセンターのデータベースから取ったも
のです。佐賀県は、「佐賀穂香」という漢字の名称で、中国で申請しました。
既に、下２つの「佐賀」と「穂香」と読める他人の先行商標権があったわけで
す。これについて、現在係争をしている状況です。


